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議案第１号は、自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する情報で、
公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が損なわれるおそれのある
案件に該当するため非公開とします（平成18年安曇野市条例第５号）第５条第１項第５号）



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第２号 教育部 こども園幼稚園課 

令和７年７月 24 日提出 (課長)佐々木真貴 (担当) 大堀正人 

  

件名 
安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例の一部の施行期

日を定める規則の制定について 

決定を要する事項の

内容 
規則制定の承認 

要旨 

安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例（令和７年安曇野市条

例第 23 号）は、別表の改正規定に係る施行期日を教育委員会規則に委任し

ている。今般、園舎工事の状況をふまえ施行日を決定したため、当該規則

を制定するもの。 

説明 

 

施行日は、令和７年８月 18 日とする。 

 

 

 

（以 上） 
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安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をこ

こに公布する。 
 
  令和 年 月 日 
 

安曇野市教育委員会 
                      教育長 
 
安曇野市教育委員会規則第 号 
   安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則 
 安曇野市立認定こども園条例の一部を改正する条例（令和７年安曇野市条例第 23 号）の

施行期日は、令和７年８月 18 日とする。 
附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第３号 教育部 こども園幼稚園課 

令和７年７月 24 日提出 (課長)佐々木 真貴 (担当) 大堀 正人 

  

件名 安曇野市立認定こども園条例施行規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
規則改正の承認 

要旨 
三郷東部認定こども園の新園舎完成に伴い、規則に規定する定員を変更す

るもの。 

説明 

１ 改正内容 

(１) 規則第２条に規定する定員を変更するもの。 

  旧：170 人 

  新：189 人 

 ＜内訳＞ 

  ５歳 25 人×２部屋 ＝ 50 人 

  ４歳 25 人×２部屋 ＝ 50 人 

  ３歳 15 人×３部屋 ＝ 45 人 

  ２歳 20 人×１部屋 ＝ 20 人 

  １歳 12 人×１部屋 ＝ 12 人 

  ０歳 12 人×１部屋 ＝ 12 人 

           合計 189 人 

 

(２) 項ずれに伴う引用条文の修正 

第 12 条 

旧）第 56 条第７項 → 新）第 56 条第６項 

 

(３)その他字句の訂正 

 

２ 施行日 

 令和７年８月 18 日 

 

（以 上） 
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〇
安

曇
野

市
立

認
定

こ
ど

も
園

条
例

施
行

規
則

（
令

和
4
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
規

則
第

5
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
定
員
）
 

（
定
員
）
 

第
２
条
 
認
定
こ
ど
も
園
の
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
２
条
 
認
定
こ
ど
も
園
の
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

定
員
 

（
略
）
 

安
曇
野
市
立
三
郷
東
部
認
定
こ
ど
も
園
 

18
9人

 

（
略
）
 

 

名
称
 

定
員
 

（
略
）
 

安
曇
野
市
立
三
郷
東
部
認
定
こ
ど
も
園
 

17
0人

 

（
略
）
 

 

（
健
康
診
断
）
 

（
健
康
診
断
）
 

第
４
条
 
園
長
は
、
利
用
児
童
に
つ
い
て
年
間
２
回
以
上
の
健
康
診
断
を
行
い
適
切
な
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
４
条
 
園
長
は
、
児
童
に
つ
い
て
年
間
２
回
以
上
の
健
康
診
断
を
行
い
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
長
時
間
保
育
の
申
込
み
等
）
 

（
長
時
間
保
育
の
申
込
み
等
）
 

第
７
条
 
条
例
第
10
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
申
込
み
は
、
長
時
間
保
育
申
請
書
・
長
時
間

保
育
（
変
更
・
解
除
）
届
（
様
式
第
６
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

第
７
条
 
条
例
第
10
条
第
１
項
及
び
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
申
込
み
は
、
長
時
間
保
育
申
請
書
・
長

時
間
保
育
（
変
更
・
解
除
）
届
（
様
式
第
６
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
保
育
料
等
の
減
免
）
 

（
保
育
料
等
の
減
免
）
 

第
11
条
 
条
例
第
18
条
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
い
、

保
育
料
、
長
時
間
保
育
料
又
は
給
食
費
（
以
下
「
保
育
料
等
」
と
い
う
。
）
の
減
免
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

第
11
条
 
条
例
第
18
条
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
い
、

保
育
料
、
長
時
間
保
育
料
又
は
給
食
費
（
以
下
「
保
育
料
等
」
と
い
う
。
）
の
減
免
は
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

(１
) 

失
業
、
疾
病
等
に
よ
り
著
し
く
所
得
が
減
少
し
、
保
育
料
等
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

た
と
き
 
申
請
が
あ
っ
た
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
保
育
料
等
の
う

ち
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
保
育
料
等
は
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
前
３
月
分
の
収

入
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
１
年
間
の
世
帯
の
所
得
に
係
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
（
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
第
20
条
第
４
項
に

規
定
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
教
育
・
保
育
給
付

認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
の
合
算
額
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
応
じ
た
階
層
区
分
の
保
育
料
等
の
月
額
に
相
当
す
る
額
に
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

失
業
、
疾
病
等
に
よ
り
著
し
く
所
得
が
減
少
し
、
保
育
料
等
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

た
と
き
 
申
請
が
あ
っ
た
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
保
育
料
等
の
う

ち
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
保
育
料
等
に
つ
い
て
申
請
日
の
属
す
る
月
の
前
３
月
分

の
収
入
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
１
年
間
の
世
帯
の
所
得
に
係
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
（
教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
第
20
条
第

４
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
教
育
・
保

育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
の
合
算
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
た
階
層
区
分
の
保
育
料
等
の
月
額
に
相
当
す
る
額
に
減
額
す
る
も
の
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改
正
後
 

改
正
前
 

と
す
る
。
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
市
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
よ
り
減
免
の
可
否
を
決
定
し
た
と
き
は
、
保
育
料
等
減
免

決
定
通
知
書
（
様
式
第
12
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
規
定
す
る
申
請
書
に
よ
り
減
免
の
可
否
を
決
定
し
た
と
き
は
、
保
育
料
等
減
免

決
定
通
知
書
（
様
式
第
12
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
地
方
税
法
の
準
用
規
定
に
基
づ
く
文
書
等
）
 

（
地
方
税
法
の
準
用
規
定
に
基
づ
く
文
書
等
）
 

第
12
条
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
56
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法

（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
の
規
定
に
よ
る
地
方
税
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、

安
曇
野
市
税
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
規
則
第
42
号
）
第
12
条
の
例
に
よ
る
。
 

 

第
12
条
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
56
条
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法

（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
の
規
定
に
よ
る
地
方
税
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、

安
曇
野
市
税
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
規
則
第
42
号
）
第
12
条
の
例
に
よ
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
５
号
（
第
６
条
関
係
）
 

様
式
第
５
号
（
第
６
条
関
係
）
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議案第４号 教育部 各課 

令和７年７月 24 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課   

生涯学習課 １件 １件 

文化課  ３件 

子ども家庭支援課  ４件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化又は子どもの健全育成に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 教育長は、次に掲げる行事については、専決により後援の承認を行うことができる。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（主催者及び行事の趣旨が同一であって、講演、演奏、展

示等の内容が異なるものを含む。） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、過去に承認を受けた行事と主催者及び趣旨が同一であっても、

承認を受けようとする行事に係る講演、演奏、展示等の内容が前条第２項各号に掲げる要件を満た

しているか判断し難い場合は、専決できないものとする。 
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　申請書等は、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもので、個人情報
の保護に該当する案件に該当するため、非公開とします（安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市
条例第５号）第５条第１項第２号）。



生
涯

学
習

課
 

  
         

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

山
雅

後
援

会
安

曇
野

支
部

支
部

長
　

小
林

邦
雄

当
イ

ベ
ン

ト
を

通
じ

て
、

年
齢

や
身

体
能

力
を

問
わ

ず
誰

も
が

楽
し

め
る

フ
ッ

ト
ボ

ー
ル

の
体

験
・

観
戦

機
会

を
提

供
し

、
フ

ッ
ト

ボ
ー

ル
を

通
じ

た
多

様
性

の
理

解
、
地

域
市

民
・
子

ど
も

た
ち

の
心

身
の

健
全

な
育

成
、
生

涯
教

育
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。

6
月

2
0

日
令

和
７

年
1
0

月
５

日
（
日

）
安

曇
野

市
三

郷
文

化
公

園
体

育
館

市
制

施
行

2
0

周
年

を
記

念
し

た
イ

ベ
ン

ト
で

楽
し

い
催

し
を

行
い

、
松

本
山

雅
及

び
フ

ッ
ト

ボ
ー

ル
へ

の
関

心
と

応
援

の
機

運
を

高
め

る
。

松
本

山
雅

F
C

パ
ブ

リ
ッ

ク
ビ

ュ
ー

イ
ン

グ
及

び
、
フ

ッ
ト

ボ
ー

ル
に

関
わ

る
イ

ベ
ン

ト
。

・
チ

ャ
リ

テ
ィ

ー
バ

ザ
ー

・
体

験
会

・
屋

台
村

・
安

曇
野

市
、
支

部
P

R

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
安

曇
野

市
制

施
行

2
0

周
年

記
念

　
安

曇
野

フ
ッ

ト
ボ

ー
ル

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
主

催
：
山

雅
後

援
会

安
曇

野
支

部

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

安
曇

野
明

科
親

睦
ゴ

ル
フ

大
会

実
行

委
員

会
大

会
長

兼
実

行
委

員
長

　
丸

山
憲

治

地
域

市
民

の
健

康
保

持
・
体

力
向

上
及

び
、

市
民

相
互

の
親

睦
交

流
及

び
連

帯
意

識
の

高
揚

、
更

に
社

会
体

育
の

振
興

を
図

る
た

め
。

6
月

2
7

日
令

和
７

年
９

月
５

日
（
金

）
穂

高
カ

ン
ト

リ
ー

ク
ラ

ブ

本
大

会
は

、
市

民
の

健
康

保
持

と
体

力
向

上
を

目
指

す
と

と
も

に
、
地

域
市

民
相

互
の

親
睦

・
交

流
及

び
連

帯
意

識
の

高
揚

並
び

に
社

会
体

育
の

振
興

を
図

る
。

な
お

、
本

大
会

は
旧

明
科

町
の

平
成

７
年

か
ら

続
く

、
多

く
の

市
民

の
方

が
参

加
す

る
伝

統
の

大
会

で
あ

り
ま

す
。

親
睦

ゴ
ル

フ
大

会
：
1
8

H
プ

レ
ー

　
成

績
は

前
半

９
Ｈ

「
新

ぺ
リ

ア
」

募
集

人
数

：
1
4

0
名

参
加

資
格

：
市

内
在

住
者

・
市

出
身

・
市

内
企

業
事

業
所

に
勤

務
す

る
者

入
場

料
：
1
3

,1
0

0
円

／
１
人

（
プ

レ
ー

料
金

　
税

含
む

）
参

加
料

：
2

,0
0

0
円

／
1
人

○
○

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
第

1
9

回
安

曇
野

明
科

親
睦

ゴ
ル

フ
大

会
主

催
：
安

曇
野

明
科

親
睦

ゴ
ル

フ
大

会
実

行
委

員
会

-13-



文
化

課
 

   

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

英
水

会
会

長
 村

山
の

り
子

本
催

し
が

市
民

の
皆

様
の

美
術

文
化

へ
の

理
解

向
上

に
貢

献
す

る
た

め
後

援
を

お
願

い
し

ま
す

。

6
月

2
日

令
和

7
年

1
0

月
3

1
日

（
金

）
～

1
1
月

３
日

（
月

）
碌

山
公

園
研

成
ホ

ー
ル

作
品

の
展

示
を

通
し

て
、
水

彩
画

が
誰

で
も

楽
し

め
、
よ

り
奥

深
い

芸
術

で
あ

る
こ

と
の

理
解

浸
透

と
市

民
の

皆
様

の
美

術
へ

の
関

心
と

発
展

に
貢

献
す

る
。

英
水

会
講

師
と

会
員

に
よ

る
絵

画
5

0
点

程
度

の
展

示
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

５
回

　
英

水
会

展
主

催
：
英

水
会

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

わ
だ

つ
み

の
こ

え
8

0
年

の
会

代
表

　
塩

野
英

雄

安
曇

野
市

で
育

っ
た

上
原

良
司

を
広

く
知

っ
て

も
ら

い
、
戦

争
と

平
和

に
つ

い
て

次
世

代
に

伝
え

て
い

く
機

会
と

す
る

た
め

。

7
月

2
日

令
和

7
年

8
月

2
3

日
(土

)
深

志
教

育
会

館
高

校
生

が
上

原
良

司
を

通
し

て
戦

争
と

平
和

に
つ

い
て

考
え

、
学

び
、
考

察
し

た
こ

と
を

次
世

代
に

伝
え

て
い

く
機

会
と

す
る

た
め

。

講
演

会
、
高

校
生

に
よ

る
探

求
発

表
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

、
資

料
展

示
な

ど
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
上

原
良

司
と

「
い

ま
」
を

生
き

る
　

わ
だ

つ
み

の
こ

え
戦

後
8

0
年

の
集

い
主

催
：
わ

だ
つ

み
の

こ
え

8
0

年
の

会

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

中
信

地
区

高
等

学
校

演
劇

連
盟

会
長

　
堀

内
雅

司

発
表

会
を

初
め

て
安

曇
野

市
で

開
催

す
る

に
あ

た
り

、
市

内
に

広
く

広
報

す
る

た
め

。
ま

た
、
こ

の
催

し
が

文
化

・
芸

術
活

動
の

内
容

向
上

に
資

す
る

た
め

、
後

援
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

6
月

2
7

日
令

和
7

年
1
0

月
４

日
(土

)
～

1
0

月
５

日
（
日

）
豊

科
公

民
館

ホ
ー

ル

発
表

会
を

開
催

し
、
相

互
の

交
流

と
研

修
の

機
会

に
す

る
と

と
も

に
高

等
学

校
に

お
け

る
芸

術
・
文

化
活

動
の

内
容

向
上

に
資

す
る

も
の

と
す

る
。

演
劇

合
同

発
表

会
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

4
0

回
中

信
地

区
高

等
学

校
演

劇
合

同
発

表
会

～
ゆ

め
舞

台
2

0
2

5
～

主
催

：
中

信
地

区
高

等
学

校
演

劇
連

盟
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子
ど

も
家

庭
支

援
課
 

   

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

信
濃

毎
日

新
聞

社
代

表
　

小
坂

壮
太

郎

自
然

の
偉

大
さ

を
学

び
環

境
問

題
に

つ
い

て
考

え
、
人

と
人

と
が

支
え

あ
い

ミ
ッ

シ
ョ

ン
を

仕
上

げ
て

い
く

こ
と

や
チ

ー
ム

ワ
ー

ク
の

大
切

さ
な

ど
を

伝
え

る
機

会
と

し
、
青

少
年

へ
の

教
育

支
援

の
側

面
か

ら
も

役
立

つ
内

容
で

あ
る

た
め

6
月

1
8

日
令

和
７

年
８

月
１
日

(金
)～

２
日

(土
)

信
毎

メ
デ

ィ
ア

ガ
ー

デ
ン

３
F

夏
休

み
期

間
中

市
内

の
こ

ど
も

た
ち

に
「
南

極
」

を
テ

ー
マ

に
講

演
を

主
と

し
た

複
数

の
体

験
を

含
む

教
育

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
ま

す
。

青
少

年
の

健
全

育
成

を
目

的
に

し
、
自

然
や

科
学

に
つ

い
て

学
び

を
深

め
ら

れ
る

機
会

を
提

供
し

ま
す

。
ミ

サ
ワ

ホ
ー

ム
が

所
有

す
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

す
が

営
利

行
為

は
あ

り
ま

せ
ん

南
極

に
関

す
る

座
学

講
演

と
体

験
会

各
1
0

：
0

0
/
1
3

：
3

0
の

2
回

計
4

回
各

回
1
0

0
分

　
　

　
講

師
堀

川
秀

昭
氏

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
夏

休
み

わ
く

わ
く

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
　

親
子

で
地

球
を

知
ろ

う
！

南
極

ク
ラ

ス
主

催
：
信

濃
毎

日
新

聞
社

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

株
式

会
社

N
A

G
A

N
O

S
P

IR
IT

代
表

木
戸

　
康

行

B
リ

ー
グ

に
よ

る
安

曇
野

市
内

の
小

学
生

向
け

に
競

技
力

向
上

、
目

標
と

な
る

プ
ロ

選
手

と
の

ふ
れ

あ
い

を
と

お
し

て
こ

ど
も

の
健

全
育

成
に

寄
与

す
る

た
め

6
月

2
0

日
令

和
７

年
９

月
1
2

日
(金

)
～

1
3

日
(土

)
A

N
C

ア
リ

ー
ナ

プ
レ

シ
ー

ズ
ン

ゲ
ー

ム
を

長
野

県
内

に
て

毎
年

実
施

し
て

お
り

、
今

年
は

安
曇

野
市

に
て

小
学

生
向

け
の

バ
ス

ケ
ッ

ト
教

室
、
エ

キ
シ

ビ
ジ

ョ
ン

ゲ
ー

ム
、
プ

レ
シ

ー
ズ

ン
ゲ

ー
ム

を
実

施
し

て
競

技
力

向
上

及
び

こ
ど

も
の

健
全

育
成

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る

9
/
1
2

は
公

募
に

よ
る

安
曇

野
市

内
小

学
生

(ミ
ニ

バ
ス

)向
け

の
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
教

室
、
9

/
1
3

は
市

内
ミ

ニ
バ

ス
所

属
児

童
を

招
待

す
る

エ
キ

シ
ビ

ジ
ョ

ン
ゲ

ー
ム

の
開

催
、
ト

ッ
プ

リ
ー

グ
の

選
手

に
よ

る
プ

レ
シ

ー
ズ

ン
ゲ

ー
ム

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
2

0
2

5
－

2
0

2
6

シ
ー

ズ
ン

信
州

ブ
レ

イ
ブ

ウ
ォ

リ
ア

ー
ズ

　
プ

レ
シ

ー
ズ

ン
安

曇
野

ゲ
ー

ム
主

催
：
株

式
会

社
N

A
G

A
N

O
　

S
P

IR
IT

　

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

p
e
k
o
実

行
委

員
会

　
　

　
　

 代
表

赤
津

　
聡

美

安
曇

野
市

の
こ

ど
も

に
広

く
届

け
る

こ
と

で
こ

ど
も

を
育

む
環

境
と

子
育

て
す

る
マ

マ
の

安
心

、
安

全
に

繋
げ

る
た

め

7
月

1
日

令
和

７
年

９
月

2
0

日
（
土

）
・
2

1
日

(日
)

あ
づ

み
の

住
宅

公
園

子
育

て
世

代
の

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

を
目

的
と

し
た

地
域

と
作

家
が

繋
が

る
場

所
作

り
を

す
る

こ
と

で
、
こ

ど
も

を
育

む
環

境
の

充
実

を
図

る
た

め

開
催

場
所

の
企

業
と

地
元

作
家

の
コ

ラ
ボ

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
や

ク
ラ

フ
ト

、
フ

ー
ド

の
販

売
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
P

e
ti

t　
m

a
rc

h
e

主
催

：
p
e
k
o
実

行
委

員
会
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

一
般

社
団

法
人

笑
顔

の
花

代
表

者
 茅

房
　

栄
美

障
が

い
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
助

け
合

い
を

学
び

実
践

に
繋

げ
る

イ
ン

ク
ル

ー
シ

ブ
教

育
と

こ
ど

も
の

健
全

育
成

に
つ

な
が

る
安

曇
野

市
・
地

域
全

体
の

防
災

意
識

の
周

知
に

繋
げ

た
い

6
月

3
0

日
令

和
７

年
1
1
月

３
日

(月
祝

)
安

曇
野

豊
科

　
防

災
広

場
あ

か
ち

ゃ
ん

や
障

が
い

児
者

を
真

ん
中

に
し

た
、
母

親
目

線
の

防
災

フ
ェ

ス
。
防

災
意

識
を

深
め

地
域

の
繋

が
り

を
目

的
と

し
ま

す

非
常

備
蓄

食
づ

く
り

、
防

災
ダ

ン
ス

ラ
イ

ヴ
、
応

急
処

置
講

座
、
災

害
重

機
展

示
、
防

災
頭

巾
制

作
、
医

療
的

ケ
ア

児
を

守
る

E
V

車

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
赤

ち
ゃ

ん
と

マ
マ

を
守

る
防

災
フ

ェ
ス

タ
主

催
：
一

般
社

団
法

人
笑

顔
の

花
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第１号 教育部 生涯学習課 

令和７年７月 24 日提出 (課長)財津達弥  (担当)大蔵邦之 

  

件名 安曇野市地域市民運動会交付金交付要綱の一部改正について 

要旨 

地域市民運動会の目的等を明記するとともに、開催実態に合わせた

内容とし、概算払いの規定等を記載するため、安曇野市地域市民運

動会交付金交付要綱（平成 29 年安曇野市告示第 108 号）の一部改正

する。 

説明 

 

１ 改正内容 

(１) 趣旨に、地域市民運動会の目的及び「予算の範囲内」の交

付であることを明記するもの。 

 (２) 交付金の使途を、食糧費の支出要件を実態と合わせた内容

とするもの。 

 (３) 概算払の規定を記載するもの。 

 (４) その他、字句を整理するもの。 

 

２ 施行日 

令和７年７月１日施行 

 

（以 上） 
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 〇
安

曇
野

市
地

域
市

民
運

動
会

交
付

金
交

付
要

綱
（

平
成

2
9
年

安
曇

野
市

告
示

第
1
0
8
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
市
民
の
体
力
向
上
及
び
相
互
の
融
和
を
目
的
と
し
、
世
代
を
超
え
て
楽
し
め

る
市
民
運
動
会
を
開
催
す
る
た
め
、
準
備
及
び
運
営
を
行
う
実
行
委
員
会
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内

で
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
実
行
委
員
会
に
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

市
民
運
動
会
 
地
域
で
実
施
す
る
運
動
会
を
い
う
。
 

(２
) 

市
民
運
動
会
 
市
内
の
地
域
で
実
施
す
る
運
動
会
を
い
う
。
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

 

（
交
付
金
の
使
途
）
 

（
交
付
金
の
使
途
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
経
費
と
は
、
消
耗
品
費
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
委
託
料
、
労
務
謝
礼
そ
の

他
市
長
が
適
当
と
認
め
る
経
費
と
す
る
。
た
だ
し
、
食
糧
費
に
つ
い
て
は
、
市
民
運
動
会
当
日
の
運

営
に
当
た
る
実
行
委
員
会
の
委
員
の
弁
当
及
び
お
茶
代
と
す
る
。
 

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
経
費
と
は
、
消
耗
品
費
、
食
糧
費
、
印
刷
製
本
費
、
委
託
料
、
労
務
謝
礼
そ
の

他
市
長
が
適
当
と
認
め
る
経
費
と
す
る
。
た
だ
し
、
食
糧
費
に
つ
い
て
は
、
１
日
を
通
し
て
行
う
運

動
会
当
日
の
運
営
に
当
た
る
役
員
の
弁
当
及
び
お
茶
代
と
す
る
。
 

 

（
交
付
申
請
等
）
 

（
交
付
申
請
等
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
市
長
は
、
交
付
金
の
交
付
の
決
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
決
定

の
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
概
算
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

４
 
代
表
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
概
算
支
出
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
地
域
市
民
運
動
会
交
付
金

（
概
算
払
）
請
求
書
（
様
式
第
３
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

３
 
代
表
者
は
、
前
項
の
通
知
書
を
受
け
た
と
き
は
、
地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
請
求
書
（
様
式
第
３

号
）
に
よ
り
市
長
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
交
付
金
の
額
の
確
定
）
 

（
交
付
金
の
額
の
確
定
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

第
８
条
 
（
略
）
 

２
 
第
５
条
第
４
項
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
書
を
受
け
た
代
表
者
が
交
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
準
用
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

（
決
定
の
取
消
し
及
び
返
還
）
 

（
決
定
の
取
消
し
及
び
返
還
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
市
長
は
、
交
付
の
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
消
し
に
係
る
部
分
に
関
し
、
既

に
交
付
し
た
交
付
金
が
あ
る
と
き
は
、
地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
返
還
請
求
書
（
様
式
第
８
号
）
に

よ
り
当
該
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

２
 
市
長
は
、
交
付
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
交
付
し
た
交
付
金
が
あ
る
と
き
は
、

地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
返
還
請
求
書
（
様
式
第
８
号
）
に
よ
り
当
該
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
を

返
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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様
式

第
１

号
（

第
５

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

後
 

  

地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
交
付
申
請
書
 

 

年
 

 
月
 
 
日
 

 
 

 （
宛
先
）
 
安
曇
野
市
長
 

 

実
行
委
員
会
の
名
称
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
名

 
 
 
 
 
 

 
 

○印
 

 
 

  
 
次
の
と
お
り
地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。
 

  
１
 
交
付
申
請
額
 
 
 
 
 
 
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
円
 

  
２
 
人
口
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
（
 
 
 
 
年

４
月

１
日
現
在
）
 

  
３
 
事
業
実
施
期
間
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 
 
 

 
年

 
 
月
 
 

日
ま
で
 

  
４
 
添
付
書
類
 
 
予
算
書
（
交
付
金
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
が
分

か
る

も
の
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事
業
計
画
書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
規
約
 

 

５
 

そ
の
他
 
 

 

  

交
付

を
取

り
消

さ
れ

、
又

は
交

付
す

る
額

を
超

え
る

交
付

金
が

交
付

さ
れ

た
た

め
、

交
付

金

の
返

還
を

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
納

期
日

ま
で

に
納

付
し

ま
す

。
 

な
お

、
納

期
日

ま
で

に
納

付
し

な
か

っ
た

と
き

は
、

納
期

日
の

翌
日

か
ら

納
付

の
日

ま
で

の

日
数

に
応

じ
、

そ
の

未
納

額
（

そ
の

一
部

を
納

付
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
後

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
既

に
納

付
し

た
額

を
控

除
し

た
額

）
に

つ
き

年
1
0
.
9
5
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し

た
遅

延
損

害
金

を
併

せ
て

市
に

納
付

し
ま

す
。

 

 

様
式

第
１

号
（

第
５

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

前
 

 

地
域

市
民

運
動
会
交
付
金

交
付

申
請
書
 

 

年
 

 
月
 
 
日
 

 
 

 （
宛
先
）
 
安
曇
野

市
長
 

 

実
行

委
員
会
の
名
称
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

代
表

者
名

 
 
 
 
 
 

 
 

○印
 

 
 

  
 

次
の
と
お
り
地
域
市

民
運
動
会
交

付
金

の
交
付
を
申
請

し
ま
す
。
 

  
１

 
交
付
申
請
額
 
 

 
 
 
 
 

金
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
円
 

  
２

 
人
口
数
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
人
（

 
 
 
 
年

４
月

１
日
現
在
）
 

  
３

 
事
業
実
施
期
間
 

 
 
 
 
 

 
年

 
 
月
 
 
日

か
ら
 
 
 

 
年

 
 
月
 
 

日
ま
で
 

  
４

 
添
付
書
類
 
 
予

算
書
（
交
付

金
に

関
す
る
収
入
及

び
支
出
が
わ

か
る

も
の
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
事

業
計
画
書
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
規

約
 

  

交
付

を
取

り
消

さ
れ

、
又

は
交

付
す

る
額

を
超

え
る

交
付

金
が

交
付

さ
れ

た
た

め
、

交
付

金

の
返

還
を

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
納

期
日

ま
で

に
納

付
し

ま
す

。
 

な
お

、
納

期
日

ま
で

に
納

付
し

な
か

っ
た

と
き

は
、

納
期

日
の

翌
日

か
ら

納
付

の
日

ま
で

の

日
数

に
応

じ
、

そ
の

未
納

額
（

そ
の

一
部

を
納

付
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
後

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
既

に
納

付
し

た
額

を
控

除
し

た
額

）
に

つ
き

年
1
0
.
9
5
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し

た
遅

延
損

害
金

を
併

せ
て

市
に

納
付

し
ま

す
。
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様
式

第
３

号
（

第
５

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

後
 

地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
（
概
算
払
）
請
求
書
 

 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

  
（
宛
先
）
 
安
曇
野
市
長
 

 

 
実
行
委
員
会
の
名
称
 

 
 

 
 

住
所
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

代
表
者
名
 

 
 

○印
 

 
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
 
 
第
 
 
号
で
交
付
の
確
定
（
決

定
）
の
あ
っ
た

地
域
市

民
運

動
会
交

付
金
を
請
求
し
ま
す
。
 

  
１
 
請
求
金
額
 
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

  
２
 
振
込
先
 

口
座
振
込
金
融
機
関
 

口
座
種
別
・
番
号
 

当
座
・
普
通
 
 

金
融
機

関
名
 

支
店
・
支
所
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 

口
座
名
義
 

 

    

様
式

第
３

号
（

第
５

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

前
 

地
域

市
民

運
動

会
交

付
金

請
求

書
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

  
（

宛
先
）
 
安
曇
野
市

長
 

 

実
行

委
員
会
の
名
称
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

代
表

者
名
 
 
 
 

 
 

 
 
○印
 

 
 

  
 

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
 

 
第

 
 

号
で
交

付
の

決
定

の
あ

っ
た
地

域
市

民
運
動

会
交

付
金
を

請
求
し
ま

す
。

 

   
１

 
請
求
金
額
 
 
金

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円

 

  
２

 
振
込
先

 

口
座

振
込

金
融
機
関

 
口

座
番
号

 
当

座
・
普

通
 

金
融
機

関
名

 
支
店

・
支

所
 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

口
座
名
義
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様
式

第
４

号
（

第
６

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

後
 

地
域

市
民

運
動

会
交

付
金

交
付

変
更

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

 
安

曇
野

市
長

 

 

実
行

委
員

会
の

名
称

 
 

 
 

 
 
 
 
 
代

表
者

名
  

 
 

○印
 

  
 

 
 

年
 

月
 

日
付

け
 

 
第

 
 

号
で

交
付

決
定

の
あ

り
ま

し
た

地
域

市
民

運
動

会
交

付
金

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

変
更

さ
れ

る
よ

う
申

請
し

ま
す

。
 

交
付

を
受

け
よ

う

と
す

る
交

付
金

の

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

（
交

付
決

定
金

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
）

 
 

 
 

 

変
更

と
な

る
内

容

及
び

変
更

理
由

 

 

 
 

交
付

を
取

り
消

さ
れ

、
又

は
交

付
す

る
額

を
超

え
る

交
付

金
が

交
付

さ
れ

た
た

め
、

交
付

金
の

返
還

を
求

め
ら

れ
た

と
き

は
、

納
期

日
ま

で
に

納
付

し
ま

す
。

 

な
お

、
納

期
日

ま
で

に
納

付
し

な
か

っ
た

と
き

は
、

納
期

日
の

翌
日

か
ら

納
付

の

日
ま

で
の

日
数

に
応

じ
、

そ
の

未
納

額
（

そ
の

一
部

を
納

付
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
後

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
既

に
納

付
し

た
額

を
控

除
し

た
額

）
に

つ
き

年
1
0
.
9
5
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し
た

遅
延

損
害

金
を

併
せ

て
市

に
納

付
し

ま
す

。
 

 

         

様
式

第
４

号
（

第
６

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

前
 

地
域

市
民

運
動

会
交

付
金

交
付

変
更

申
請

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

 
安

曇
野

市
長

 

 

実
行

委
員

会
の

名
称

 
代

表
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○印
 

  
 

 
 

年
 

月
 

日
付

け
 

 
第

 
 

号
で

交
付

決
定

の
あ

り
ま

し
た

 
 

 
 

 
の

交
付

金
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
変

更
さ

れ
る

よ
う

申
請

し
ま

す
。

 

事
業

の
目

的
及

び

内
容

 

 

事
業

の
交

付
を

必

要
と

す
る

理
由

 

 

交
付

を
受

け
よ

う

と
す

る
交

付
金

の

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

（
交

付
決

定
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
）

 
 

 
 

 

変
更

と
な

る
内

容

及
び

変
更

理
由

 

 

 
 

交
付

を
取

り
消

さ
れ

、
又

は
交

付
す

る
額

を
超

え
る

交
付

金
が

交
付

さ
れ

た
た

め
、

交
付

金
の

返
還

を
求

め
ら

れ
た

と
き

は
、

納
期

日
ま

で
に

納
付

し
ま

す
。

 

な
お

、
納

期
日

ま
で

に
納

付
し

な
か

っ
た

と
き

は
、

納
期

日
の

翌
日

か
ら

納
付

の

日
ま

で
の

日
数

に
応

じ
、

そ
の

未
納

額
（

そ
の

一
部

を
納

付
し

た
場

合
に

お
け

る
そ

の
後

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
既

に
納

付
し

た
額

を
控

除
し

た
額

）
に

つ
き

年
1
0
.
9
5
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
で

計
算

し
た

遅
延

損
害

金
を

併
せ

て
市

に
納

付
し

ま
す

。
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様
式

第
５

号
（

第
６

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

後
 

地
域

市
民

運
動

会
交

付
金

変
更

交
付

決
定

通
知

書
 

  

第
 
 
号
 
 
 

 

申
 
 
請
 
 
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

  

 
 
 
 
年
 
月

 
日

付
け

で
交

付
決

定
し

た
地

域
市

民
運

動
会

交
付

金
 

 
 

 
 

円
に

つ
い

て
、

 
年

 
月

 
日

付
け

の
変

更
申

請
を

承
認

し
、

交
付

決
定

金
額

を
 

 
 

 
円

に
変

更
し

ま
す

。
 

 

 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

 

安
曇
野
市
長
 
 
 

 
 
 
 
 
□印
 

 
 

 

              

様
式

第
５

号
（

第
６

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

前
 

地
域

市
民

運
動

会
交

付
金

変
更

交
付

決
定

通
知

書
 

  

第
 
 
号
 
 
 

 

申
 
 
請
 
 

者
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

様
 

  

 
 
 
 
年
 
月

 
日

付
け

で
交

付
決

定
し

た
地

域
市

民
運

動
会

の
交

付
金

 
 

 
 

 
円

に
つ

い
て

、
 

年
 

月
 

日
付

け
の

変
更

申
請

を
承

認
し

、
交

付
決

定
を

 
 

 
 

円
に

変
更

し
ま

す
。

 

 

 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

 

安
曇
野
市
長
 
 
 

 
 
 
 
 
□印
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様
式

第
７

号
（

第
８

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

後
 

地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
確
定
通
知
書
 

  

第
 
 
号
 
 
 

   
 
 
申
 
 
請
 
 
者
 

 
 
 
（
氏
名
又
は
名
称
）
 
 
 
 
 
様
 

   
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
報
告
の
あ
っ
た
地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
実
績

報
告
書
を
審

査
し

た

結
果
、
下
記
の
額
を
当
該
市
民
運
動
会
に
対
す
る
交
付
金
と
し
て
確
定
し

ま
す
。
 

 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

安
曇
野
市
長
 
 
 

 
 
 
 
 
□印
 

 
 

  

記
   

 
 
 
金
額
 
 
 
 
 
 
 
円
 

           

様
式

第
７

号
（

第
８

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

前
 

地
域

市
民

運
動
会
交
付
金

確
定

通
知
書
 

  

第
 
 
号
 
 
 

   
 

 
申
 
 
請
 
 
者
 

 
 

 
（
氏
名
又
は
名
称

）
 
 
 
 

 
様
 

   
 

 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
付
け

で
報

告
の
あ
っ
た
交

付
金
実
績
報

告
書

を
審
査
し
た

結
果
、
下
記
の
額

を
当
該
 

 
 

 
 
に
対
す
る
交

付
金
と
し
て
確

定
し

ま
す
。
 

 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

安
曇
野
市
長
 
 
 

 
 
 
 
 
□印
 

 
 

  

記
   

 
 

 
金
額
 
 
 
 
 

 
 
円
 

           

-69-



様
式

第
８

号
（

第
９

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

後
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

安
曇
野
市
長
 
 
 

 
 
 
 
 
□印
 

 
 

 

地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
返
還
請
求
書
 

 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
に
交
付
し
た
地
域
市
民
運
動
会
交
付
金
に
つ
い
て

、
次

の
事
由

に
よ

り
取
り

消

し
た
た
め
、
既
に
交
付
さ
れ
て
い
る
交
付
金
の
う
ち
、
金
 
 
 
 
 
円
の
返

還
を

請
求
し
ま
す

。
 

  
１
 
取
消
理
由
 

 
 
(１

)
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た

と
認

め
ら
れ
る
た

め
 

 
 
(２

)
 
第
４
条
の
規
定
に
違
反
し
て
交
付
金
を
他
の
用
途
に
使
用
し

た
と

認
め
ら
れ
る

た
め
 

 
２
 
既
交
付
決
定
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
３
 
既
交
付
済
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
４
 
交
付
確
定
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

 
５
 
返
還
期
限
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

       

様
式

第
８

号
（

第
９

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正

前
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

安
曇
野
市
長
 
 
 

 
 
 
 
 
□印
 

 
 

 

地
域

市
民

運
動
会
交
付
金

返
還

請
求
書
 

 

 
 
 
 

 
 

年
 
 
月
 
 

日
に
交
付
し
た
地

域
市
民
運
動

会
交

付
金
に
つ
い
て

、
次

の
事
由

に
よ

り
、
既
に

交
付

さ
れ
て
い
る
交
付
金

の
う
ち
、
金

 
 

 
 
 
円
の
返

還
を
請
求
し

ま
す

。
 

  
１

 
返
還
理
由
 

 
 

(１
)
 
偽
り
そ
の
他

不
正
の
手
段

に
よ

り
交
付
金
の
交

付
を
受
け
た

と
認

め
ら
れ
る
た

め
 

 
 

(２
)
 
第
４
条
の
規

定
に
違
反
し

て
交

付
金
を
他
の
用

途
に
使
用
し

た
と

認
め
ら
れ
る

た
め
 

 
 
(
３
)
 
既

交
付

済
額

と
交
付
確

定
額

と
の

間
に
差
額
が

生
じ

た
た

め
 

 
２

 
既
交
付
決
定
額
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
円
 

 
３

 
既
交
付
済
額
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
円
 

 
４

 
交
付
確
定
額
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
円
 

 
５

 
返
還
期
限
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
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報告第２号 教育部 各課 

令和７年７月 24 日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 後援 

学校教育課 ２件 

生涯学習課 ２件 

文化課 ８件 

子ども家庭支援課 ３件 
 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化又は子どもの健全育成に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 教育長は、次に掲げる行事については、専決により後援の承認を行うことができる。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（主催者及び行事の趣旨が同一であって、講演、演奏、展

示等の内容が異なるものを含む。） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、過去に承認を受けた行事と主催者及び趣旨が同一であっても、

承認を受けようとする行事に係る講演、演奏、展示等の内容が前条第２項各号に掲げる要件を満た

しているか判断し難い場合は、専決できないものとする。 
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■専決案件（総括表） 
No 行事名 主催者 開催日程 

専決

理由 

所

管 

1 
2025 年度書き損じはが

き回収プログラム 

一般財団法人カンボジア地

雷撤去キャンペーン 

９月１日（月） 

～令和８年３月

31 日（火） 

過去

承認 
学 

2 

ながのユニバーサルデザ

インアイディアコンクール

2025 

一般社団法人まつもとユニ

バーサルデザイン研究会 

７月 17 日（木） 

～10 月 10 日

（金） 

過去

承認 
学 

3 

大正琴発表会 「セレナ琴

鈴会 あの日の青春コン

サート」 

セレナ琴鈴会 10 月 13 日（月） 
過去

承認 
生 

4 

知事杯争奪第 41 回実業

団柔道大会・知事杯争奪

第 29 回女子柔道大会 

長野県実業団柔道連盟 10 月 19 日（日） 
過去

承認 
生 

5 
松本交響楽団第 82 回

定期演奏会 
松本交響楽団 ９月 21 日（日） 

過去

承認 
文 

6 
安曇野吹奏楽団 第 11

回定期演奏会 
安曇野吹奏楽団 12 月 14 日(日) 

過去

承認 
文 

7 

第 11 回ムジカべべ 0 才

からの音楽会・第３回３才

からのわくわくコンサート 

ムジカべべ０才からの音楽

会松本 
7 月 27 日(日) 

過去

承認 
文 

8 
第 78 回県書道展（安曇

地区展） 

長野県、長野県教育委員

会、長野県書道協会、信濃

毎日新聞社、公益財団法人

信毎文化事業財団 

10 月 11 日（土） 

～13 日（月） 

過去

承認 
文 

9 
SILVER BACKS オー

ルディーズコンサート 
軽音楽を楽しむ会 12 月 7 日(日) 

過去

承認 
文 

10 
井口喜源治記念館 定期

講演会 

一般財団法人 井口喜源

治記念館 
10 月 18 日(土) 

過去

承認 
文 

11 
第 67 回松本深志岳風

会吟道大会 
松本深志岳風会 9 月 7 日(日) 

過去

承認 
文 

12 
第 17 回碌山美術館友の

会員美術展 
公益財団法人碌山美術館 

9 月 25 日(木) 

～29 日（月） 

過去

承認 
文 

13 
インクルーシブスポーツフ

ェスタ 

特定非営利活動法人

CFM 実行委員会 
9 月 28 日（日） 

過去

承認 
子 

14 
あづみのフリマとこどもマ

ルシェ 
あづみのフリマ実行委員会 ９月 28 日(日) 

過去

承認 
子 

15 
あづみ野建労 わくわく 

こども遊び広場 

あづみ野建設労働組合 技

術青年部 
８月２４日(日) 

過去

承認 
子 
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学
校

教
育

課
 

  

 

生
涯

学
習

課
 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

一
般

財
団

法
人

カ
ン

ボ
ジ

ア
地

雷
撤

去
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
理

事
長

　
大

谷
 賢

二

貴
市

の
小

中
学

生
や

そ
の

保
護

者
を

始
め

と
す

る
、
市

民
の

方
々

に
当

団
体

の
活

動
内

容
を

幅
広

く
周

知
す

る
た

め
。

6
/
1
8

令
和

７
年

９
月

１
日

（
月

）
～

令
和

８
年

３
月

3
1
日

（
火

）

市
内

の
学

校
お

よ
び

周
辺

地
域

カ
ン

ボ
ジ

ア
の

地
雷

撤
去

お
よ

び
日

本
の

子
ど

も
た

ち
に

対
す

る
国

際
理

解
教

育
の

推
進

。

児
童

会
お

よ
び

生
徒

会
を

中
心

に
、
書

き
損

じ
ハ

ガ
キ

回
収

を
学

校
内

お
よ

び
保

護
者

、
地

域
に

呼
び

か
け

回
収

し
、
換

金
後

、
カ

ン
ボ

ジ
ア

へ
そ

の
支

援
金

を
届

け
る

。

〇
〇

〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
2

0
2

5
年

度
書

き
損

じ
は

が
き

回
収

プ
ロ

グ
ラ

ム
主

催
：
一

般
財

団
法

人
カ

ン
ボ

ジ
ア

地
雷

撤
去

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

専
決

日
:令

和
7

年
6

月
2

4
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

一
般

社
団

法
人

ま
つ

も
と

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

研
究

会
会

長
　

和
合

　
治

久

安
曇

野
市

の
小

学
生

、
中

学
生

に
も

学
習

の
一

環
と

し
て

コ
ン

ク
ー

ル
の

ご
案

内
を

送
付

す
る

た
め

。

7
/
3

令
和

７
年

７
月

1
7

日
（
木

）
～

令
和

７
年

1
0

月
1
0

日
（
金

）

長
野

県
内

の
小

中
学

生
か

ら
ア

イ
デ

ア
募

集

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

の
啓

蒙
と

小
中

学
生

の
ア

イ
デ

ィ
ア

を
実

際
の

ま
ち

づ
く

り
に

生
か

す
た

め
に

開
催

し
ま

す
。

小
中

学
生

か
ら

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

の
気

持
ち

が
詰

ま
っ

た
図

書
館

の
ア

イ
デ

ィ
ア

を
募

集
。

-
〇

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
な

が
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

ア
イ

デ
ィ

ア
コ

ン
ク

ー
ル

2
0

2
5

主
催

：
一

般
社

団
法

人
ま

つ
も

と
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
研

究
会

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
9

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

セ
レ

ナ
琴

鈴
会

会
長

　
高

嶋
し

げ
子

大
勢

の
方

に
来

場
し

て
い

た
だ

き
た

く
信

頼
度

を
ア

ッ
プ

し
、

広
範

囲
に

掲
示

し
、
生

涯
学

習
と

し
て

音
楽

を
広

め
た

い
。

6
/
1
7

令
和

7
年

1
0

月
1
3

日
（
月

）
午

後
1
時

安
曇

野
市

穂
高

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

「
み

ら
い

」

今
ま

で
の

練
習

成
果

を
発

表
し

、
大

正
琴

の
魅

力
を

大
勢

の
方

に
知

っ
て

い
た

だ
き

、
又

、
高

齢
者

の
頑

張
っ

て
い

る
姿

を
み

て
い

た
だ

き
た

い
。

大
正

琴
演

奏
-

○
-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
大

正
琴

発
表

会
　

「
セ

レ
ナ

琴
鈴

会
　

あ
の

日
の

青
春

コ
ン

サ
ー

ト
」

主
催

：
セ

レ
ナ

琴
鈴

会

専
決

日
:令

和
7

年
6

月
1
9

日
結

果
(○

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)
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文
化

課
 

  

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

長
野

県
実

業
団

柔
道

連
盟

代
表

 高
橋

文
彦

本
大

会
で

柔
道

の
振

興
を

通
じ

て
地

域
の

交
流

を
深

め
、
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
の

推
進

を
図

る
た

め
。

7
/
8

令
和

７
年

1
0

月
1
9

日
午

前
９

時
3

0
分

三
郷

文
化

公
園

体
育

館
　

柔
道

場

長
野

県
下

、
知

ら
な

い
方

ど
う

し
で

柔
道

の
試

合
を

し
、
そ

こ
か

ら
の

友
好

親
睦

を
深

め
、
柔

道
を

も
っ

と
多

く
の

方
に

知
っ

て
も

ら
う

た
め

。

長
野

県
下

社
会

人
に

よ
る

柔
道

大
会

-
-

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
知

事
杯

争
奪

第
4

1
回

実
業

団
柔

道
大

会
・
知

事
杯

争
奪

第
2

9
回

女
子

柔
道

大
会

主
催

：
長

野
県

実
業

団
柔

道
連

盟

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
9

日
結

果
(○

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

（
平

成
3

0
年

）
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

松
本

交
響

楽
団

　
理

事
長

　
丸

山
修

二
音

楽
文

化
振

興
に

寄
与

す
る

た
め

。
6

/
1
4

令
和

７
年

９
月

2
1

日
（
日

）
午

後
2

時
開

演

松
本

市
音

楽
文

化
ホ

ー
ル

松
本

圏
域

在
住

の
音

楽
愛

好
家

で
構

成
さ

れ
る

オ
ー

ケ
ス

ト
ラ

に
よ

る
年

１
回

開
催

す
る

定
期

演
奏

会
ク

ラ
シ

ッ
ク

音
楽

コ
ン

サ
ー

ト
〇

〇
-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
松

本
交

響
楽

団
第

8
2

回
定

期
演

奏
会

主
催

：
松

本
交

響
楽

団

専
決

日
:令

和
7

年
6

月
1
8

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

安
曇

野
吹

奏
楽

団
　

団
長

　
伊

澤
昭

人

演
奏

会
を

開
催

す
る

こ
と

に
よ

り
、
文

化
・
芸

術
活

動
の

推
進

に
貢

献
す

る
べ

く
、
開

催
を

広
く

周
知

す
る

6
/
2

4
令

和
7

年
1
2

月
1
4

日
(日

)
安

曇
野

市
豊

科
公

民
館

ホ
ー

ル

地
域

密
着

の
団

体
と

し
て

、
地

域
の

皆
様

に
様

々
な

音
楽

を
楽

し
ん

で
い

た
だ

く
た

め
、
演

奏
会

を
実

施
す

る
。

２
部

構
成

。
入

場
者

は
安

曇
野

市
を

中
心

と
す

る
地

域
住

民
3

5
0

人
を

予
定

。
創

団
2

0
周

年
を

記
念

し
2

0
0

5
年

に
関

連
し

た
曲

を
中

心
に

　
演

奏
す

る
。

〇
〇

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
安

曇
野

吹
奏

楽
団

　
第

1
1
回

定
期

演
奏

会
主

催
：
安

曇
野

吹
奏

楽
団

専
決

日
:令

和
7

年
6

月
2

6
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

ム
ジ

カ
べ

べ
０

才
か

ら
の

音
楽

会
松

本
　

六
郷

　
栄

夏

子
育

て
中

の
た

く
さ

ん
の

方
々

に
認

知
し

て
い

た
だ

き
た

い
為

。
ま

た
、
音

楽
の

振
興

に
寄

与
す

る
た

め
。

6
/
2

0
令

和
7

年
7

月
2

7
日

(日
)

松
本

市
　

あ
が

た
の

森
文

化
会

館
講

堂
ホ

ー
ル

音
楽

技
術

の
普

及
及

び
向

上
、
地

域
・
文

化
芸

術
の

振
興

発
展

に
寄

与
す

る
為

。

ス
ト

ー
リ

ー
性

の
あ

る
参

加
型

コ
ン

サ
ー

ト
。
う

た
・
フ

ル
ー

ト
・
ピ

ア
ノ

の
編

成
で

、
手

遊
び

歌
や

童
謡

か
ら

ク
ラ

シ
ッ

ク
ま

で
、
幅

広
く

お
届

け
し

ま
す

。
入

場
料

：
9

0
0

円

〇
〇

〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

1
1
回

ム
ジ

カ
べ

べ
0

才
か

ら
の

音
楽

会
・
第

３
回

３
才

か
ら

の
わ

く
わ

く
コ

ン
サ

ー
ト

主
催

：
ム

ジ
カ

べ
べ

０
才

か
ら

の
音

楽
会

松
本

専
決

日
:令

和
7

年
6

月
2

7
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

長
野

県
書

道
協

会
安

曇
支

部
事

務
局

　
支

部
長

　
千

野
　

秀
涛

作
品

を
公

募
す

る
こ

と
に

よ
り

、
書

文
化

の
向

上
と

地
域

社
会

文
化

の
振

興
に

寄
与

す
る

た
め

。

6
/
3

0
令

和
7

年
1
0

月
1
1

日
（
土

）
～

1
3

日
（
月

）

安
曇

野
市

　
穂

高
会

館

広
く

県
民

よ
り

作
品

を
公

募
し

、
審

査
・
展

示
す

る
こ

と
に

よ
り

日
本

古
来

の
書

文
化

の
向

上
と

地
域

社
会

文
化

の
振

興
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
に

県
全

域
に

実
施

す
る

。

審
査

会
員

及
び

公
募

作
品

に
よ

る
展

覧
会

を
開

催
す

る
。
県

内
1
0

地
区

の
会

場
を

巡
回

し
、
安

曇
地

区
展

で
は

、
1
3

0
0

点
を

展
示

す
る

。
入

場
料

：
大

人
3

0
0

円
（
小

中
高

生
は

無
料

）

〇
〇

〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

7
8

回
県

書
道

展
（
安

曇
地

区
展

）
主

催
：
長

野
県

、
長

野
県

教
育

委
員

会
、
長

野
県

書
道

協
会

、
信

濃
毎

日
新

聞
社

、
公

益
財

団
法

人
信

毎
文

化
事

業
財

団

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
3

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

軽
音

楽
を

楽
し

む
会

　
会

長
　

中
堀

　
隼

夫

よ
り

多
く

の
人

に
参

加
、
楽

し
ん

で
ほ

し
く

、
地

元
で

コ
ン

サ
ー

ト
を

開
催

す
る

こ
と

で
、

文
化

・
芸

術
の

発
展

に
資

す
る

た
め

。

7
/
2

令
和

7
年

1
2

月
7

日
(日

)

穂
高

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

み
ら

い
　

ホ
ー

ル

地
元

で
コ

ン
サ

ー
ト

が
開

催
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、
文

化
芸

術
の

発
展

に
資

す
る

。

軽
音

楽
を

楽
し

む
会

の
バ

ン
ド

メ
ン

バ
ー

に
よ

る
コ

ン
サ

ー
ト

。
入

場
料

：
大

人
1
0

0
0

円
　

　
　

　
　

小
中

学
生

無
料

〇
〇

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
S

IL
V

E
R

　
B

A
C

K
S

オ
ー

ル
デ

ィ
ー

ズ
コ

ン
サ

ー
ト

主
催

：
軽

音
楽

を
楽

し
む

会

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
4

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

一
般

財
団

法
人

　
井

口
喜

源
治

記
念

館
　

館
長

　
尾

台
鞆

一

井
口

喜
源

治
が

行
な

っ
た

「
研

成
義

塾
で

の
教

育
実

践
を

教
材

化
し

た
授

業
」
を

行
っ

て
分

か
っ

た
こ

と
を

学
ぶ

こ
と

を
通

し
、
学

術
文

化
の

振
興

普
及

を
図

る
た

め
。

7
/
2

令
和

7
年

1
0

月
1
8

日
(土

)

安
曇

野
市

穂
高

碌
山

公
園

研
成

ホ
ー

ル
学

術
文

化
の

振
興

・
普

及
の

た
め

１
　

演
題

　
「
今

に
生

き
る

井
口

喜
源

治
の

教
え

」
—

大
学

生
の

学
び

の
場

に
お

け
る

実
践

か
ら

—
２

　
講

師
　

山
梨

学
院

大
学

教
授

　
百

瀬
光

一
　

先
生

３
　

聴
講

予
定

者
数

　
8

0
名

〇
〇

〇

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
井

口
喜

源
治

記
念

館
　

定
期

講
演

会
主

催
：
一

般
財

団
法

人
　

井
口

喜
源

治
記

念
館

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
8

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

松
本

深
志

岳
風

会
　

会
長

　
林

公
也

伝
統

文
化

の
継

承
・
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

。
7

/
3

令
和

7
年

9
月

7
日

(日
)

豊
科

公
民

館
ホ

ー
ル

詩
吟

で
日

本
の

伝
統

文
化

を
広

げ
る

。
合

吟
、
コ

ン
ク

ー
ル

吟
、
構

成
吟

〇
-

‐

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

6
7

回
松

本
深

志
岳

風
会

吟
道

大
会

主
催

：
松

本
深

志
岳

風
会

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
1
1
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

公
益

財
団

法
人

碌
山

美
術

館
代

表
理

事
　

高
野

　
博

安
曇

野
地

域
の

方
、
碌

山
美

術
館

に
い

ら
っ

し
ゃ

っ
た

方
に

友
の

会
の

活
動

の
一

環
を

ご
覧

い
た

だ
き

、
美

術
館

に
関

心
を

持
っ

て
い

た
だ

く
た

め
。
ま

た
、
こ

の
催

し
が

芸
術

の
推

進
に

資
す

る
た

め
後

援
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

7
/
7

令
和

7
年

9
月

2
5

日
(木

)～
9

月
2

9
日

（
月

）

碌
山

公
園

研
成

ホ
ー

ル
友

の
会

員
が

日
頃

制
作

し
た

作
品

の
発

表
と

地
域

の
文

化
振

興
の

た
め

。
友

の
会

員
に

よ
る

、
彫

刻
、
絵

画
、
工

芸
、

書
等

の
展

覧
会

〇
-

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

1
7

回
碌

山
美

術
館

友
の

会
員

美
術

展
主

催
：
公

益
財

団
法

人
碌

山
美

術
館

専
決

日
:令

和
7

年
7

月
1
1
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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子
ど

も
家

庭
支

援
課
 

   

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

特
定

非
営

利
活

動
法

人
C

F
M

実
行

委
員

会
　

小
林

　
美

穂

イ
ン

ク
ル

ー
シ

ブ
な

社
会

を
実

現
す

る
た

め
に

安
曇

野
市

の
多

く
の

こ
ど

も
た

ち
が

多
様

性
に

触
れ

る
機

会
を

提
供

し
運

動
を

身
近

に
感

じ
て

健
や

か
な

教
育

の
一

環
と

し
た

い
た

め

6
/
1
9

令
和

7
年

9
月

2
8

日
(日

)

ラ
ー

ラ
松

本
屋

内
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
及

び
フ

ィ
ッ

ト
ネ

ス
ス

タ
ジ

オ

安
曇

野
市

松
本

市
近

郊
の

す
べ

て
の

方
が

年
齢

性
別

、
障

が
い

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

運
動

を
身

近
に

感
じ

て
楽

し
む

機
会

を
提

供
す

る

年
齢

性
別

障
が

い
有

無
関

係
な

く
各

種
ス

ポ
ー

ツ
や

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
体

験
。
ダ

ン
ス

な
ど

の
無

料
体

験

〇
-

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
イ

ン
ク

ル
ー

シ
ブ

ス
ポ

ー
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報告第３号 
令和７年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 

１ 学校教育課 

教育指導室・学校教育担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

学校保健事業関係 

１ 教職員健康診断 

  ７/１（火）～７/17（木） 

２ 第１回ストレスチェック実施 

７/21（月）～８/３（日） 

３ アレルギー対応委員会に係る食物アレルギー 

打合せ会 ７/15（火） 

１ カウンセリングルーム実施 

８/17（日）市役所本庁舎 

 

 

３ 第１回アレルギー対応委員会 

８/８（金） 

就学時健診業務 

１ 就学時健康診断（園事前健診 視力・聴力） 
・６/19（木） たつみ    ・６/20（金） 豊科 

・６/23（月） 細萱     ・６/24（火） 三郷東部 

・６/25（水） やまぶき   ・６/26（木）  西穂高 

・６/27（金） 有明あおぞら ・６/30（月）  三郷西部 

・７/１（火） 南穂高    ・７/２（水）  穂高 

・７/３（木） アルプス   ・７/４（金） 穂高幼稚園 

・７/８（火） 三郷北部   ・７/９（水） 有明の森 

・７/10（木） 北穂高    ・７/11（金） 明科北 

・７/14（月） 三郷南部   ・７/15（火） 堀金 

・７/16（水） 花園     ・７/17（木） 明科南 

・７/22（火） 豊科南部   ・７/23（水） 西穂高(眼科) 

・７/24（木） 上川手 

１ 就学時健康診断 

（園事前健診 眼科） 
・８/28（木） 穂高、穂高幼稚園 

・９/２（火） 明科南、明科北 

・９/３（水） 有明の森、有明あお

ぞら、北穂高 

・９/11（木） 堀金 

 

就学援助事務 

１ 就学援助費認定 

申請者 799 名：認定 738 名、不認定 36 名、 

保留 25 名（準要保護児童生徒 738 名） 

※保留は市外課税者。所得証明書の提出を依頼中。 

２ 新入学児童生徒学用品費及び修学旅行費(４月～

５月実施校)支給  ７/30（水） 

左記以外 

特別支援教育就学奨励費 

・申請案内、受付 

GIGA スクール 

１ １人１台端末更新関係 

・7/18（金）県共同調達会議への参加 

 

１ ICT 教育推進委員会 

・7/30（水）ICT 教育推進学

校代表者会の開催 

・8/1（金）ICT 研修会の開催 

コミュニティスクー

ル事業 

１ 地域学校協働本部連絡会 

・７/15（火）堀金地域、７/31（木）穂高地域 

  

学校安全支援事業 
１ 学校緊急無線通報システム教室名変更業務委託作

業  

左記以外 

交通事故０プロジェクト計画 

小規模特認校制度 

１ 募集事務（新小学１年生） 

 ・校長面談終了後、小規模特認校申込期限８/１(金)

まで 

１ 募集事務（新２年生以上） 

８/４(月)から９/３(水)まで 

受付 

・明北オープン DAY 

 ９/１１（木）開催 

 

部活動の地域移行 

１ 各部活動個別対応等 

・男女バスケットボール部顧問会 7/7（月）開催 

２ 各種会議の主催、参加等 

・7/2（水） 第 4 回庁内プロジェクトチーム 

・7/4(金) 校長会中学校部会 

・7/14(月) 堀金地域「地域クラブ」運営協議会 

１ 各種会議の主催参加等 

8/8(金) 地域展開コーディネ

ーター会議 

-79-



事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

不登校支援事業 

１ 教育施設連携促進コーディネーター 

・民間施設等訪問件数 ７件 

・学校との情報共有   ５校 

・民間施設運営者や関係支援者との情報交換会 

６/30（月）実施 

・民間施設利用者（および保護者）との合同活動 

生成AI講座（ネットリテラシーの学習、生成AIの

活用） 7/23（水）実施 

   

２ 教育支援センター活動状況 

・高校見学7/4（金）実施 

・出張教室（穂高）：穂高会館 

  6/26、7/3、１0、17（木）実施 

・夏期教室 7/22（火）～ 開始 

 

左記以外の予定 

・高校生の話を聞く会 8/19（火） 

・民間施設運営者等との情報交

換会 7/28(月) 

 

 

 

 

 

２ 教育支援センター活動予定 

・夏期教室 前半：～8/1（金） 

  後半：8/18（月）～20（水） 

・ピアノコンサート 7/30（水） 

・調理実習 8/18（月） 

キャリア教育 

１ 安曇野市中学生キャリアフェスティバルの開催 

・キャリアフェスティバル事前説明会 

  6/9（月）、11（水）各日 2 回開催 

説明会参加事業所：58 事業所 

・学校関係者向け説明会を６/10（火）に行い、各学

校の事前学習スタート 

１ 安曇野市中学生キャリアフェ

スティバルの推進 

・各校で男女１名ずつの生徒実

行委員を選出 

 ・事前学習資料を各校に配布 

 

 

 

２ 学校給食課 
学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

給食センター総務

費 

１ 栄養士の学校訪問（食育の推進） 

２ 第１回給食センター運営委員会 

6/30（月）開催 

３ 第１回献立作成等検討委員会 

６/30（月）開催 

４ 調理講習会 

７/25（金） 堀金公民館 調理実習棟 

午前８時 30～受付、午前９時～調理実習、 

正午～試食 

主催：NPO 法人 こどもと農がつながる給食だんだん 

共催：市教育委員会、市学校栄養士会 

１ 通年実施 

２ 次回 10 月頃開催予定 

 

３ 次回 10 月頃開催予定 

学校給食費徴収事

業 

１ 口座振替日（定期） 

第３期分：７/31（木） 

 

各給食センター管

理運営事業 

１ 施設・設備のメンテナンス等 

  安全・安心な給食提供に向けた日常業務 

・施設及び厨房設備等のメンテナンスの実施 

・施設及び職員の衛生管理 

・学校への給食配送 

１学期の給食提供最終日 

7/18（金） 

(南部センターのみ 7/22(火)) 
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３ 生涯学習課  
社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

中央公民館事業 

１ 第１回安曇野市総合芸術展実行委員会 

 ・７/14（月）午後１時 30 分 市役所本庁舎会議室 301 

２ 市民大学講座 第 1回 

 ・７/22（火）午後７時 市役所本庁舎大会議室 

 「ベートーヴェンの独自性にふれる」 

 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 

１ 第２回安曇野市コーラスグループ交流発表会 

 ・７/12（土）午後１時 30 分 豊科公民館ホール 

２ やさしく楽しいリコーダー講座 

 ・７/10（木）午前 10時 豊科公民館 

３ 楽しい菊づくり講座 

 ・７/18（金）午前９時 30 分 豊科公民館 

４ 作詞ワークショップ 

 ・７/24（木）午前９時 30 分 豊科公民館 

５ 作曲ワークショップ 

 ・７/30（水）午前９時 30 分 豊科公民館 

 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

１ 脳・心・からだ体操教室 

 ・７/16（水）午前９時 30 分 穂高公民館 

２ 穂高地域公民館長杯マレットゴルフ大会 

 ・７/19（土）午前中 権現宮マレットゴルフ場 

３ 第 42 回穂高納涼祭 

 ・８/２（土）午後４時 30 分 穂高神社北神苑  

４ 親子餃子作り教室 

 ・８/５（火）午前９時 30 分 穂高公民館 

５ 松枯れ材を使った椅子づくり教室 

・８/９（土）午前９時 30 分 穂高公民館 
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三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

１ 初心者スマホ教室② 

 ・７/24（木）午前 10時 三郷公民館 

２ みんなＤＥスポーツｉｎみさと 

 ・７/24（木）、７/31（木）午後７時  

三郷文化公園体育館 

３ けん玉チャレンジ 

 ・７/27（日）、８/24（日）午後２時 三郷公民館 

４ 夏休みこども体験講座 

 ・７/28（月）～30（水） 午前９時 三郷公民館 

５ 三郷まなび隊②  子ども陶芸教室 

 ・７/31（木）、８/18（月）、８/30（土）午後１時  

三郷公民館 

６ スポーツ協会理事・スポーツ推進委員との合同会議 

 ・８/１（金）午後７時 30 分 三郷公民館 

７ 普通救命講習会 

 ・８/２（土）午前９時 三郷公民館 

８ 三郷まなび隊③  松本城・旧開智学校 

 ・８/５（火）午前８時 30 分 松本城・旧開智学校 

９ 市民運動会実行委員会 

 ・８/６（水）午後７時 30 分 三郷公民館 

10 三郷まなび隊④  昆虫教室・川原遊び 

 ・８/９（土）午前８時 30 分 黒沢洞合自然公園 

11 長編童話朗読会 

 ・８/23（土）午後１時 30 分 三郷公民館 

12 三郷の宝① 

 ・８/27（水） 午前 10 時 三郷公民館 

13 ふれあいコンサート実行委員会 

 ・８/29（金）午後７時 30 分 三郷公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-82-



堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

１ 健康づくり講座 らくらくチェアトレ教室④(全 12 回)  

 ・８/１（金）午後１時 30 分 堀金公民館 

２ “食楽”講座 食を楽しもう！②(全５回) 

・８/２（土）午後５時 堀金公民館 

３ 堀金文化祭（作品展、芸能祭）実行委員会 

・８/５（火）午後７時 堀金公民館 

４ 堀金地域市民運動会実行委員会 

 ・８/７（木）午後７時 堀金公民館 

５ 地区公民館体育部長会議 

 ・８/７（木）午後８時 堀金公民館 

６ 常念フェスティバル幹事会 

 ・８/８（金）、８/22（金） 

７ 子育てサークル講座 常念っ子④(全 11 回) 

 ・８/20（水）午前９時 30 分 堀金公民館 

８ 童謡・唱歌・心の歌をうたいましょう③(全５回)  

 ・８/21（木）午後１時 30 分 堀金公民館 

９ 拾ケ堰物語④拾ケ堰めぐり 

 ・８/27（水）午前８時 堀金公民館 

10 初心者向け 菊づくり物語④(全６回) 

 ・８/28（木）午前９時 30 分 堀金公民館 

11 第９回常念フェスティバル 

 ・８/30（土）午前８時 15 分 堀金多目的屋内運動場（常

念ドーム）、堀金中央公園 

 

 

 

 

明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

１ 七夕コンサート 

・７/４（金）午前 10時 明科公民館 

２ ふるさとたんけん隊②長峰山たんけん 

・７/31（木）午前 8時 30 分 長峰山周辺 

３ 夏の歌声ひろば 

・７/17（木）午後 1時 30 分 明科公民館 

４ 夏のカヌー教室 

 ・７/24（木）午前 10時 龍門渕公園 

５ 健康麻雀教室 第２回 

・７/８（火）午後１時 明科公民館 
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４ 文化課 
 

文化振興担当 

事業 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事業 

１ 熊井啓顕彰事業 

・熊井啓映画上映会・トークショー 

８/１（金） チケット販売開始 

上映作品：「千利休 本覺坊遺文」 

開催日：９/13（土） 

会場：豊科公民館ホール 

２ 東京藝大・長野県連携協定事業 

・安曇野 AIR2025 

ワークショップ予定 

・大竹 9/2（火） 明北小学校  

・堀田 8/4（月） 堀金中学校  

・石井 9 月中 豊科北中学校  

３ ミュージアム活性化事業 

・美術館博物館年間予定表 

小中学生を同伴した保護者の入館料を無料とするパスポー

トの発行(全児童・生徒へ配布) 

５月利用者：48 人、 ６月利用者：13 人 

 

 

文化団体補助事業 
１ 『安曇野文化』刊行 

・第２回安曇野文化編集委員会７/16（水） 

 

指定管理施設の事

業 

１ 田淵行男記念館 

・山口進追悼写真展 ７/23（水）～10/19（日） 

 

２ 安曇野市美術館 

 

１ 田淵行男賞関連事業（みらい） 

8/5（火）～11（祝） 作品展 

8/10（日） 表彰式・講演会 

２ 8/30（土）安曇野市美術館リ

ニューアルオープンセレモニー 

8/30（土）～10/5（日）あづみ

野ガラス工房40周年記念展 

豊科近代美術館大

規模修繕工事事業 

１ 工事業者からの引渡し 

・しゅん工日：7/10（木） 

・受注者：松本土建・丸山硝子特定建設工事共同企業体 

 

博物館担当 
事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館

教育普及事業 

1 市制施行 20 周年記念・戦後 80 年平和事業 

企画展「日中戦争・太平洋戦争下の安曇野の人々」 

 8/2(土)～10/5(日) 

 

貞享義民記念館

教育普及事業 

1 下田忠壽写真展 

6/7(土)～6/22(日) 参加者：68 人 

2 著名人の色紙展 

6/24(火)～7/5(土) 参加者：43 人 

3 貞享騒動旧跡巡り 

 6/14(土) 参加者：19 人 

4 古文書講座① 

 6/28(土) 参加者：19 人 

1 第 19 回楡フォトクラブ写真展 

7/15(火)～7/21(月) 

2 葵曇会書展 

7/26(土)～8/24(日) 

文書館施設運営

管理事業 

1 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

・公文書 58,421 点、地域資料 72,266 点(6 月末現在) 

(6 月新規点数/公文書 412 点、地域資料 130 点) 

 

文書館教育普及

事業 

1 前期企画展「安曇野市誕生秘話」関連企画 

講座「わたしたちの安曇野」 

講師：細川博水氏  期日：8/3(日) 

 

臼井吉見文学館

管理運営事業 

1 れんげ忌講演会「父石井立と筑摩書房」 

講師：石井耕氏  期日：7/11(金) 

 

市誌編さん事業 

1 市誌編さん専門自然部会 

7/28(月) 

1 市誌編さん専門民俗部会 

8/19(火) 

2 市誌編さん専門考古部会 

9/11(木) 
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文化財保護係 
事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

文化財保全事業 

１ 6/27（金）-7/27（日 

）安曇野市文化財保存活用地域計画素案のパブリックコメン

トの実施 

8/19（火） 

第７回地域計画策定協議会 

 

図書館係 
事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

図書館事業 
１ 調べものおうえん隊 

 ・7/19（土）～8/3（日）  全館 

 

中央図書館 

１ 夏休み調べ学習サポート講座 

 ・7/26（土）  みらい  10：00～ 

２ 第１回ミライ部 

    出入り自由なクールシェア上映会 

 ①「美女と野獣」  13：00～ 

 ②「地下鉄のザジ」 15：00～ 

 ・7/27（日）  みらい  

 

豊科図書館 

１ 夏休み調べ学習サポート講座 

 ・7/27（日）  きぼう  13：00～ 

２ チャレンジ講座① 山岳講座 

 「北アルプス山岳文化史を探る 

       ～針ノ木峠周辺を中心にして～」 

 ・8/2（土）  きぼう  10：00～ 
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５ 子ども家庭支援課 
子ども子育て政策係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

小規模公園整備事

業 

１ 児童遊園等の遊具の更新・撤去 

 補正予算配当（６月：2,900 万円） 

児童遊園遊具の更新・撤去計画作成中 

１ 遊具の更新・撤去 

・７月から対象区長等へ説明し、

了承得たところから工事着手。 

三郷小児童クラブ

整備事業 

１ 三郷小教室改修工事 

 工期：６/３(火)～10/24(金) 

 

黒沢洞合自然公園

整備事業 

１ 造成・造園工事 

 ７月：芝張替え着手、園路舗装 

１ トイレ新築工事 

・７月契約予定 

子育て給付係 
事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童扶養手当給付

事業 

１ 児童扶養手当の現況届を発送。提出期限は８月末。 １ 現況届の内容を審査し、新年

度分として 11 月からの支給に

反映。 

児童青少年係 
事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

青少年体験事業 

１ 青少年都市交流 

夏季交流事業３件とも参加者募集し、定員に達した。 

福岡市東区子ども 10 名、江戸川区親子 13 組、神奈川

県真鶴町子ども 15名 

 

１ 青少年都市交流 

・福岡市東区 ７/23(水)～25(金) 

 穂高神社、上高地奥宮ほか 

・江戸川区 ８/２(土)～３(日) 

 江戸川花火大会鑑賞ほか 

・真鶴町 ８/７(木)～８(金) 

 烏川渓谷緑地ほか 

青少年育成環境整

備事業 

１ 県下一斉街頭啓発活動を実施（非行防止・あいさつ

運動）７/１(火) 市内中学校 

２ 長野県補導活動推進大会（青少年ボランティア活動

研修）に市青少年センター参加 ７/10（木）中野市 

３ 青少年センター講演会を実施 ７/12(土) 市役所

大会議室 

１ 青少年センター街頭巡回 

８/19（火） 

 

 

 

 

 

子ども会育成会支

援事務 

１ 第１回松本地方子ども会育成連絡会 市育成会連

合会長及び市担当職員参加 ６/27(金) 松本市役所 

２ 子ども会育成会安全啓発講習会を実施 ７/12(土) 

大会議室 

 

放課後子ども教室

実施事業 

１ わいわいランド実施 

・毎週水曜日 市内 10 小学校 

１ わいわいランド実施 

・毎週水曜日 市内 10 小学校 

ただし、夏季は熱中症アラー

ト、雷雨等の場合、中止とする

場合あり 
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子ども家庭相談担当〈子ども発達支援相談室〉 
事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事業 

１ 遊びの教室 

・７月は５回実施 

こあら（１歳児）穂高 ７/３(木)、７/25(金) 

いるか（２歳児）穂高 ７/10(木) 

 プレいるか（２歳児）豊科 ７/16(水)、７/28(月) 

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ） 

・７月は４回実施 

７/２(水)、７/９(水)、７/15(火)、７/23（水） 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち） 

・７月は５回実施  

７/４(金)、 ７/11(金)、７/18(金)、７/22(火) 

  ７/25(金) 

４ ことばの相談日 

・７月は２回実施 ７/17(木)、 ７/31(木) 

５ 親子で遊ぼう教室 

・７月は１回実施 ７/11(金) 

１ 遊びの教室 

・８月は４回の実施を予定 

 

 

２ 発達相談日 

・８月は３回の実施を予定 

 

３ 運動発達相談日 

・８月は３回の実施を予定 

 

 

 

４ ことばの相談日 

・８月は２回の実施を予定 

５ 親子で遊ぼう教室 

・８月は１回の実施を予定 

 

 

 

 

６ こども園幼稚園課 

＜保育幼稚園担当＞ 
事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷東部認定こど

も園建設工事 

1 三郷東部認定こども園 地元お披露目会について 

 

期日 ８/２（土） 

午前中 

場所 三郷東部認定こども園 新園舎 

対象 地域の住民 

内容 新園舎見学 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

８/９（土）、８/10（日）、８

/11（月）３連休中の１日が

引っ越しとなる 

 

1 三郷東部認定こども園 開園式について 

期日 ８/20（水） 

時間 午前 10 時から 11 時 

   式典終了後  内覧 

場所 三郷東部認定こども園 新園舎 遊戯室 

 

 

 

新園舎開園 

令和７年８/18（月） 

 

※夏季保育７/28（月）～ 

８/20（水） 
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